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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部撮像装置の映像信号を入力する映像信号入力部と、複数の外部撮像装置から入力さ
れた映像信号を記録する記憶部とを備えたドライブレコーダであって、
　車両の状態を表す状態信号によって、いずれの前記外部撮像装置からの映像信号を前記
記憶部に記録させるかを選択する制御部を備え、前記制御部は、前記状態信号が入力され
ている間は、それ以外のときより短い時間間隔で前記記憶部に前記映像信号を記録させる
か、又は動画を記録させることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項２】
　複数の前記外部撮像装置のうち、１台はその映像信号を表示する表示モニタを通して映
像信号が前記映像信号入力部に送られることを特徴とする請求項１に記載のドライブレコ
ーダ。
【請求項３】
　前記制御部は、前記状態信号が入力されている間だけ前記記憶部に前記映像信号を記録
させることを特徴とする請求項１又は２に記載のドライブレコーダ。
【請求項４】
　前記制御部は、前記記憶部による記録回数又は記録時間を監視して記録を制限すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のドライブレコーダ。
【請求項５】
　前記状態信号として、車両が受けた衝撃を検知する衝撃センサからの衝撃検知信号が含
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まれ、その衝撃検知信号を前記制御部が受けた際には、前記記録回数又は記録時間に関わ
らず、前記記憶部による記録をおこなわせることを特徴とする請求項４に記載のドライブ
レコーダ。
【請求項６】
　前記状態信号の入力によって記録される映像信号の切り替えがおこなわれた際に、その
切り替え前の外部撮像装置の映像信号も前記記憶部に記録させることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか一項に記載のドライブレコーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両事故の発生時などに車両周辺の状態を撮影して記録するドライブレコー
ダに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に開示されているように、車両の前方や後方を撮影するカメラからの
映像信号を記憶装置に記録して、車両事故の解析などに利用されるドライブレコーダが知
られている。
【０００３】
　この特許文献１に開示されたドライブレコーダでは、車両の前方を撮影するＣＣＤカメ
ラの映像信号と、車両の後方を撮影するＣＣＤカメラの映像信号を制御装置に送り、両方
の映像信号を所定の間隔でサブメモリに記録する。
【０００４】
　また、このドライブレコーダには、サブメモリが２台装備されていて、一方のサブメモ
リにデータを記録している間に他方のサブメモリのデータを消去するという構成によって
長時間の連続記録を可能にしている。
【特許文献１】特開２０００－４３７６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載のドライブレコーダでは、車両の前方と後方
の両方の映像を記録させるため、必要となるメモリの容量が大きくなるという問題がある
。
【０００６】
　また、車両の状態に関わらず、撮影される方向は一定であるため、事故の解析には不要
な情報が大量に含まれることになり、解析が煩雑になるおそれもある。
【０００７】
　そこで、本発明は、簡単な構成で必要最小限の記録をおこなうことが可能なドライブレ
コーダを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明のドライブレコーダは、外部撮像装置の映像信号を
入力する映像信号入力部と、複数の外部撮像装置から入力された映像信号を記録する記憶
部とを備えたドライブレコーダであって、車両の状態を表す状態信号によって、いずれの
前記外部撮像装置からの映像信号を前記記憶部に記録させるかを選択する制御部を備えて
いることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、複数の前記外部撮像装置のうち、１台はその映像信号を表示する表示モニタを
通して映像信号が前記映像信号入力部に送られるものであってもよい。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記状態信号が入力されている間だけ前記記憶部に前記映像信号
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を記録させる構成であってもよい。
【００１１】
　さらに、前記制御部は、前記状態信号が入力されている間は、それ以外のときより短い
時間間隔で前記記憶部に前記映像信号を記録させるか、又は動画を記録させることもでき
る。
【００１２】
　また、前記制御部は、前記記憶部による記録回数又は記録時間を監視して記録を制限す
ることもできる。
【００１３】
　さらに、前記状態信号として、車両が受けた衝撃を検知する衝撃センサからの衝撃検知
信号が含まれ、その衝撃検知信号を前記制御部が受けた際には、前記記録回数又は記録時
間に関わらず、前記記憶部による記録をおこなわせることもできる。
【００１４】
　また、前記状態信号の入力によって記録される映像信号の切り替えがおこなわれた際に
、その切り替え前の外部撮像装置の映像信号も前記記憶部に記録させることもできる。
【発明の効果】
【００１５】
　このように構成された本発明のドライブレコーダは、車両の状態を表す状態信号を受け
て、制御部ではその状態信号に基づいて、いずれの外部撮像装置で撮影された映像信号を
記憶部に記憶させるかを選択する。
【００１６】
　このため、記憶部に記録させる情報が削減されるので、記憶容量が小さくても、必要最
小限の映像を確実に記録することができる。
【００１７】
　また、表示モニタに接続されている外部撮像装置の映像信号を取り込むようにすれば、
既存の装置を有効に活用して、低コストでドライブレコーダを設置することができる。
【００１８】
　さらに、記憶部に映像信号を記録させる時間を状態信号が入力されている間に限定する
ことで、必要な映像を厳選して記録させておくことができる。
【００１９】
　また、状態信号が入力されている間の記録間隔を短くするか又は動画にすることで、事
故の決定的な瞬間の映像を記録し損なう可能性が低減され、解析に必要な質の高い映像を
残すことができる。
【００２０】
　さらに、記憶部による記録回数又は記録時間を監視して記録を制限するようにすれば、
不要な映像によって記憶部の容量が占有されることを避けることができる。
【００２１】
　また、車両が受けた衝撃を検知する衝撃センサからの衝撃検知信号を制御部が受けた場
合は、記録回数又は記録時間に関わらず記録をおこなうようにすることで、事故などの前
後の映像を確実に記録することができる。
【００２２】
　さらに、記録される映像信号の切り替えがおこなわれた際に、その切り替わる前の外部
撮像装置によって撮影された映像も記録しておくことで、事故発生前の別方向の映像が確
認できるようになり、的確に状況を把握したうえで事故の解析などをおこなうことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の最良の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２４】
　図１は、本実施の形態によるドライブレコーダ１と、それに接続される周辺装置の構成
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を示した説明図である。
【００２５】
　まず、全体構成から説明すると、このような本実施の形態のドライブレコーダ１は、制
御部１２と、映像信号を記録する記憶部１３と、複数の外部撮像装置の映像信号を入力す
る映像信号入力部１１ａ，１１ｂと、車両の状態を表す状態信号を入力する状態信号入力
部１４と、映像信号を出力する映像信号出力部１５とから主に構成されている。
【００２６】
　また、ドライブレコーダ１は、車両のＡＣＣ（アクセサリー）電源から電力の供給を受
けるとともに、接地されている。
【００２７】
　この制御部１２では、入力された複数の外部撮像装置の映像信号の中から、記憶部１３
に記憶させる映像信号を選択する制御をおこなう。
【００２８】
　また、記憶部１３には、メモリーカードなどのフラッシュメモリ、ＶＲＡＭ(Video Ran
dom Access Memory)やＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）などの半導体メモリ、
ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどが採用できる。
【００２９】
　さらに、一方の外部撮像装置としての前方用カメラ２には、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの光
に反応する半導体素子を使ったデジタルカメラが使用でき、バックミラーの裏面になどに
取り付けられて、主に車両の前方の景色を撮影する。
【００３０】
　この前方用カメラ２は、ドライブレコーダ１の映像信号入力部１１ａの端子に信号ケー
ブルを介して直接、接続される。
【００３１】
　また、もう一方の外部撮像装置としての後方用カメラ３には、前方用カメラ２と同じく
ＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラが使用でき、リアウインドの上方などに取り付けられて、
主に車両の後方の景色を撮影する。
【００３２】
　この後方用カメラ３は、液晶モニタなどの表示モニタ５に接続されており、この表示モ
ニタ５を介してドライブレコーダ１の映像信号入力部１１ｂの端子に接続される。
【００３３】
　この表示モニタ５は、ドライブレコーダ１とは別にＡＣＣ電源に接続されるとともに接
地されており、また、図示しないが、例えばカーナビゲーション装置やＤＶＤ装置にも接
続することができる。
【００３４】
　また、この表示モニタ５は、ドライブレコーダ１の映像信号出力部１５の端子と接続す
ることで、前方用カメラ２で撮影した映像信号を表示させることができる。
【００３５】
　さらに、表示モニタ５は、車体制御部４と接続されており、シフトレバー４１の操作に
よって車体制御部４がリバース信号４１ａ（図２参照）を受け取ると、そのリバース信号
４１ａが表示モニタ５のモニタ制御部に送られて、その信号に基づいて表示モニタ５の表
示が後方用カメラ３からの映像信号の表示に切り替えられる。
【００３６】
　この車体制御部４は、ドライブレコーダ１の状態信号入力部１４の端子にも接続されて
おり、リバース信号４１ａなどの車両の状態を表す状態信号をドライブレコーダ１に送る
。
【００３７】
　また、車体制御部４には、車両が受けた衝撃を検知させる衝撃センサ４２が接続されて
おり、この衝撃センサ４２から発生した衝撃検知信号４２ａ（図２参照）も状態信号とし
てドライブレコーダ１に送られる。
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【００３８】
　この他にも車両の状態を表す状態信号として、大きな音を検知する音圧センサ、速度セ
ンサと連動したハンドルの操作角を検出する操舵角センサなどが利用できる。
【００３９】
　次に、図２のブロック図を参照しながら、本実施の形態のドライブレコーダ１の信号の
流れについて説明する。
【００４０】
　まず、前方用カメラ２で撮影された前方用映像信号２ａは、ドライブレコーダ１の制御
部１２に送信される。また、後方用カメラ３で撮影された後方用映像信号３ａも表示モニ
タ５を通って制御部１２に送信される。
【００４１】
　一方、リバース信号４１ａや衝撃検知信号４２ａなどの車両の状態信号も、制御部１２
に送られる。
【００４２】
　そして、制御部１２では、リバース信号４１ａの有無や衝撃検知信号４２ａの有無によ
って、前方映像信号２ａと後方映像信号３ａとのいずれの映像信号を記録させるかを選択
し、選択された映像信号を記憶部１３に送って記録させる。
【００４３】
　続いて、図３のフローチャートを参照しながら、本実施の形態のドライブレコーダ１の
処理の流れについて説明する。
【００４４】
　まず、キーを操作してエンジンの始動スイッチをＯＮにすると、車両の状態信号として
の始動信号がドライブレコーダ１の制御部１２に送られ、前方用カメラ２の映像信号の記
録が開始される。
【００４５】
　続いて、シフトレバー４１をドライブ（Ｄ）に入れると、リバース信号４１ａは発生し
ないので（ステップＳ１のＮＯ）、車両の前方を撮影する前方用カメラ２の映像が選択さ
れることになる（ステップＳ２）。
【００４６】
　そして、記憶部１３には、前方映像信号２ａが記録されることになるが、この記録は、
所定の時間は記憶部１３に残されるが、事故の発生などを検知する衝撃検知信号４２ａな
どの入力が一定時間なければ、古い記録は順に消去されていく。
【００４７】
　他方、シフトレバー４１をリバース（後退）に入れると、図３に示すように、リバース
信号４１ａが検知され（ステップＳ１のＹＥＳ）、車両の後方を撮影する後方用カメラ３
の映像が選択されることになる（ステップＳ３）。
【００４８】
　このリバース信号４１ａが発生している間は、車両の前方よりも後方で事故が起きる可
能性が高いので、選択された後方映像信号３ａを記憶部１３に記録する（ステップＳ４）
。
【００４９】
　また、このリバース信号４１ａが入力されている間は、前方用カメラ２で静止画を記録
する時間間隔より短い時間間隔で静止画を記録させることもできる。すなわち、車両を後
退させての運転は、前進させる場合に比べて事故も起きやすい状態であるで、事故の瞬間
などの記録漏れが起きないように短い時間間隔で映像を記録させる。
【００５０】
　また、このような状態は、通常、短時間で終了するので、リバース信号４１ａが入力さ
れている間だけ短い時間間隔で記録をおこなっても、記憶部１３の記憶容量が浪費されて
しまうことは少ない。
【００５１】
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　なお、このように短い時間間隔で静止画を記録する代わりに、動画を記録する構成とし
てもよい。
【００５２】
　また、制御部１２によって記憶部１３による記録回数又は記録時間を監視させ、所定の
記録回数又は記録時間を超えた場合は、その時点で記録を一旦、終了させることができる
。
【００５３】
　但し、このようにして記録を終了させた場合でも、車両の衝突によって衝撃センサ４２
などが衝撃を検知し、衝撃検知信号４２ａが制御部１２に入力された場合は、所定の記録
回数又は記録時間を超えていても記録をおこなうように制御することもできる。
【００５４】
　次に、本実施の形態のドライブレコーダ１の作用について説明する。
【００５５】
　このように構成された本実施の形態のドライブレコーダ１は、リバース信号４１ａなど
の車両の状態を表す状態信号を受ける状態信号入力部１４を備え、制御部１２ではその状
態信号に基づいて、いずれの外部撮像装置（前方用カメラ２、後方用カメラ３）で撮影さ
れた映像信号を記憶部１３に記憶させるかを選択する。
【００５６】
　このため、両方のカメラの映像信号を記録する場合に比べて記録させる情報が半減され
るので、記憶部１３の記憶容量が小さくても、必要最小限の映像を確実に記録することが
できる。
【００５７】
　また、表示モニタ５に接続されている後方用カメラ３の映像信号を取り込むようにすれ
ば、後方確認用として市販されている装置を既に車両に搭載している場合も有効に活用で
き、低コストで新たにドライブレコーダ１を設置して、車両周辺の状態を撮影させて事故
の解析などに役立たせることができる。
【００５８】
　さらに、記憶部１３に映像信号を記録させる時間を、リバース信号４１ａや衝撃検知信
号４２ａなどの状態信号が入力されている間に限定することで、必要な映像を厳選して記
録させておくことができる。
【００５９】
　また、リバース信号４１ａや衝撃検知信号４２ａなどの状態信号が入力されている間の
記録間隔を短くすることで、事故の解析などに必要な決定的瞬間の映像を記録し損なう可
能性が低減され、質の高い映像を残すことができる。
【００６０】
　さらに、記憶部１３による記録回数又は記録時間を監視して記録を制限するようにすれ
ば、不要な映像によって記憶部１３の容量が占有されることを避けることができる。
【００６１】
　また、車両が受けた衝撃を検知する衝撃センサ４２からの衝撃検知信号４２ａを制御部
１２が受けた場合は、記録回数又は記録時間に関わらず記録をおこなうようにすることで
、事故などの前後の映像を確実に記録することができる。
【実施例１】
【００６２】
　以下、前記した実施の形態とは別の形態の実施例１について、図４を参照しながら説明
する。なお、実施の形態で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については同一符号
を付して説明する。
【００６３】
　この実施例１では、ドアミラーに外部撮像装置としての側方用カメラ６を取り付けて、
前記実施の形態で説明したドライブレコーダ１の映像信号入力部１１ｂの端子に接続して
いる。なお、この図４では、説明を簡単にするために側方用カメラ６を１台しか図示して
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いないが、側方用カメラ６は左右のドアミラーにそれぞれ取り付けられている。
【００６４】
　また、車体制御部４は、ウインカー４３と接続されるとともに、ドライブレコーダ１の
状態信号入力部１４の端子にも接続されている。
【００６５】
　なお、その他ドライブレコーダ１に接続される前方用カメラ２やＡＣＣ電源などの構成
は、前記実施の形態と同様である。
【００６６】
　この実施例１では、運転者が車両を右折又は左折させようとして、ウインカー４３を操
作すると、車両の状態信号としてのウインカー信号が車体制御部４に送られ、そこからド
ライブレコーダ１の制御部１２にウインカー信号が送られる。
【００６７】
　そして、ウインカー信号を受ける前までは、前方用カメラ２の映像信号を記憶部１３に
記録させる制御をおこなっていた制御部１２は、このウインカー信号の受信によって側方
用カメラ６が撮影した映像信号を記憶部１３に記録させる制御に切り替わる。
【００６８】
　例えば、車両が右折しようとするときには、前方より右折する方向である側方用カメラ
６が撮影した映像の方が、記録する価値のある状況変化が起きやすい。
【００６９】
　そこで、制御部１２が左右いずれかのウインカー信号を受け取った場合は、ウインカー
信号を生成させた側の側方用カメラ６の映像を記憶部１３に記録させるようにする。
【００７０】
　このように、車両の状態信号によっていずれの外部撮像装置（前方用カメラ２、側方用
カメラ６）で撮影された映像を記録させるかを制御部１２で選択するようにすれば、記憶
部１３の記憶容量が小さくても、必要な方向の映像を確実に記録することができる。
【００７１】
　また、記録される映像信号の切り替えがおこなわれた際には、その切り替わる前の外部
撮像装置（前方用カメラ２又は側方用カメラ６）による映像も併せて記録しておくことで
、事故の解析などにおいて事故発生前の別の方向の映像を確認して状況の把握を的確にお
こなうことができるようになる。
【００７２】
　すなわち、右折時の事故などにおいては、右折する前の前方の状況と、右折中の側方の
状況の両方を記録しておくことによって事故の解明が的確になされる場合があるので、側
方用カメラ６に切り替わる前の前方用カメラ２の映像も記録として保存しておくのが好ま
しい。
【００７３】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態と略同様であるので説明を省
略する。
【実施例２】
【００７４】
　以下、前記した実施の形態とは別の形態の実施例２について、図５を参照しながら説明
する。なお、実施の形態で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については同一符号
を付して説明する。
【００７５】
　この実施例２では、前方用カメラ７２と車両の状態信号を生成する衝撃センサ７４２と
を内蔵したドライブレコーダ７２について説明する。
【００７６】
　すなわち、このドライブレコーダ７２には、前方用カメラ７２が内蔵されているので、
前記実施の形態及び実施例１で説明したように、前方を撮影する別部品の前方用カメラ２
を映像信号入力部１１ａに接続しなくてもよい。
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【００７７】
　また、衝撃センサ７４２は、車両が受けた衝撃を検知させるセンサで、この衝撃センサ
７４２をドライブレコーダ７２に内蔵させることによって、前記実施の形態で説明したよ
うな衝撃センサ４２を備えていない車両であっても、車両の状態を検知させることができ
る。
【００７８】
　このように構成された実施例２のドライブレコーダ７１は、前方用カメラ７２と衝撃セ
ンサ７４２とを内蔵しているので、車両に後付けで容易に設置することができる。
【００７９】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は実施例１と略同様である
ので説明を省略する。
【００８０】
　以上、図面を参照して、本発明の最良の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は
、この実施の形態又は各実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は
、本発明に含まれる。
【００８１】
　例えば、前記実施の形態では、エンジンの始動スイッチをＯＮにすると記録が開始され
る常時記録について説明したが、これに限定されるものではなく、エンジン始動スイッチ
のＯＮやリバース信号４１ａの入力によって記録させる外部撮像装置を選択しておき、実
際の記憶部１３による記録は、衝撃検知信号４２ａなどの事故の発生などを想定できる状
態信号の入力をトリガー信号として開始させるようにしてもよい。
【００８２】
　また、前記実施例１では、ウインカー信号によって側方用カメラ６の映像信号を記録す
るように切り替わる例について説明したが、これに限定されるものではなく、例えばトラ
ックの荷台内部を撮影する外部撮像装置としての荷台用カメラを設置し、荷台のドアの開
閉に連動する照明が点灯した際のスイッチ信号を状態信号として制御部１２に送り、この
信号の入力によって荷台用カメラに切り替えてその映像信号を記録部１３に記録させるよ
うにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の最良の実施の形態のドライブレコーダ及び周辺装置の構成を説明する説
明図である。
【図２】本発明の最良の実施の形態のドライブレコーダの信号の流れを説明するブロック
図である。
【図３】本発明の最良の実施の形態のドライブレコーダの処理の流れを説明するフローチ
ャートである。
【図４】実施例１のドライブレコーダ及び周辺装置の構成を説明する説明図である。
【図５】実施例２のドライブレコーダ及び周辺装置の構成を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００８４】
１　　　　　　　ドライブレコーダ
１１ａ，１１ｂ　映像信号入力部
１２　　　　　　制御部
１３　　　　　　記憶部
１４　　　　　　状態信号入力部
２　　　　　　　前方用カメラ（外部撮像装置）
２ａ　　　　　　前方映像信号（映像信号）
３　　　　　　　後方用カメラ（外部撮像装置）
３ａ　　　　　　後方映像信号（映像信号）
４１ａ　　　　　リバース信号（状態信号）
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４２ａ　　　　　衝撃検知信号（状態信号）
５　　　　　　　表示モニタ
６　　　　　　　側方用カメラ（外部撮像装置）
７１　　　　　　ドライブレコーダ
７２　　　　　　前方用カメラ（外部撮像装置）

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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